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第６章 居住誘導区域の設定 

６－１．基本的な考え方 

誘導施設や都市機能誘導区域、居住誘導区域等の検討については、まちづくりの方針、

課題解決のための施策・誘導方針、骨格となる都市構造、誘導施設の最適立地の範囲に

沿って検討する必要があります。（立地適正化計画作成の手引き（令和５年１１月改訂、

国土交通省）より） 

 

視点１ 生活利便性が確保される区域 

【視点の考え方】 

・拠点に徒歩、自転車、公共交通等で容易にアクセスできる区域か？ 

【区域設定の考え方】 

・用途地域内には、公共交通として徒歩圏に駅
※
、バス停があり、生活利便性が確保されて

います。 

※新幹線開通後（並行在来線廃止後）はＪＲ余市駅周辺のバスターミナル化と、鉄道代替バ

スのアクセスを想定 

・目指すべき都市の骨格構造で設定している各拠点は、公共交通利用圏内に形成しています。 

・「生活利便性が確保される区域」の視点からは、用途地域内には居住誘導区域に適さない

除外要因は見当たりません。 
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視点２ 生活サービス機能の持続的確保が可能な人口密度の範囲 

【視点の考え方】 

・現在の人口密度を維持できる範囲 

【区域設定の考え方】 

・平成２７年（２０１５年）におけるメッシュ全体の人口密度は、３３.６人／haになりま

す。 

・現状における人口密度（３３.６人／ha）を概ね維持する場合の想定として、令和２７年

（２０４５年）において人口密度２０人／ha以上のブロックがつながっている区域イメー

ジを整理すると、範囲は下図のようになります。 
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視点３ 災害リスクの低減 

【視点の考え方】 

・自然災害による甚大な被害を受ける危険性が少ない区域か？ 

【区域設定の考え方】 

「第１２版 都市計画運用指針」（令和５年１２月２８日一部改正、国土交通省）を準

用し、災害リスク低減のため次のように設定します。 

【土砂災害】 

・災害レッドゾーン（土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域）及びイエロー

ゾーン（土砂災害警戒区域）について居住誘導区域から除外します。 

【津波】 

・３ｍ以上の津波浸水想定区域は、居住誘導区域から除外します。 

【洪水】 

・５ｍ以上の洪水浸水想定区域は、居住誘導区域から除外します。 

 

視点４ 土地利用の規制・実態 

【視点の考え方】 

・居住に対する規制はかかっていないか？ 

【区域設定の考え方】 

・現状の用途地域設定では、居住に対する規制はかかっておりません。 

・臨港地区は港湾を管理運営するため定める地区で、居住の規制がかかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

臨港地区 
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６－２．居住誘導区域の設定 

前述の生活利便性、人口密度、災害リスク、土地利用規制に加え、現況土地利用など

を勘案し、居住誘導区域を以下の様に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口密度小 

(住宅、病院) 

人口密度小 
(住宅) 

人口密度小 
(住宅、高齢者福祉施

設、保育園、高校) 

人口密度小 
(農地) 

土砂災害 

（住宅） 

土砂災害 

(住宅) 

洪水浸水深最大３ｍ＋人口密度小 
(住宅、食品加工施設) 

土砂災害＋人口密度小 
(住宅、食品加工施設) 

臨港地区 
(港湾施設) 

準工業地域 
(自動車関連施設、

宿泊施設、住宅) 

準工業地域 
(ニッカ) 

洪水浸水深一部５ｍ超 
(住宅、自動車関連施設) 

居住誘導区域としない箇所と 

その理由 

(カッコ内は主たる現況施設) 
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居住誘導区域図 




